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(57)【要約】
【課題】うつ伏せ寝とともに、乳幼児の体温の異常、及
び乳幼児の周囲の環境温度の異常を検知してＳＩＤＳの
発生をさらに低減する。
【解決手段】監視装置は、乳幼児を撮影して動画情報を
取得する機能と、乳幼児の体温を検知する機能と、乳幼
児の周囲の室温を検知する機能とを有する。動画情報を
解析して乳幼児がうつ伏せであるとき異常と判定する第
１判定回路、乳幼児の体温が第１の閾値を上回ったとき
に異常と判定する第２判定回路、室温が第２の閾値を上
回ったときに異常と判定する第３判定回路のうち、いず
れか１つで異常と判定された場合には緊急信号、第１、
第２監視情報信号がコンピュータ装置、ＰＨＳに出力さ
れる。コンピュータ装置、ＰＨＳはそれぞれ警報音を出
力し、監視情報信号を復調して監視情報を取得する。そ
して、監視情報に含まれた動画情報、体温情報、室温情
報を基に乳幼児の動画を表示し、体温及び室温を数値で
表示する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視対象として予め定められた人間を撮影して動画情報を取得する撮影手段と、
　前記撮影手段によって取得された前記動画情報を解析して人間の頭部の向きを検知する
向き検知手段と、
　前記向き検知手段によって検知された人間の頭部の向きがうつ伏せであるときに異常と
判定する第１の判定手段と、
　人間に近接して配置された第１温度センサからの温度検知信号を基に人間の体温を検知
する体温検知手段と、
　前記体温検知手段によって検知された人間の体温が、予め定められた第１の閾値を上回
っているときに異常と判定する第２の判定手段と、
　人間の周囲に配置された第２温度センサからの温度検知信号を基に人間の周囲の環境温
度を検知する温度検知手段と、
　前記温度検知手段によって検知された前記環境温度が、予め定められた第２の閾値を上
回っているときに異常と判定する第３の判定手段と、
　前記第１～第３の判定手段のうち、少なくともいずれか１つの判定手段によって異常と
判定されたときに、緊急信号を出力する信号出力手段とを備えた監視装置と、
　前記監視装置に接続され、前記監視装置から前記緊急信号が入力されたときに、警告を
発する端末装置とを有することを特徴とする監視システム。
【請求項２】
　前記信号出力手段は、前記第１～第３の判定手段のうち、少なくともいずれか１つの判
定手段によって異常と判定されたときに、前記動画情報と前記体温に関する体温情報と前
記環境温度に関する環境温度情報とのうち少なくともいずれか１つを信号化して出力する
ことを特徴とする請求項１記載の監視システム。
【請求項３】
　前記信号出力手段は、医療機器に影響を及ぼさない程度の微弱電波からなる信号を出力
することを特徴とする請求項１または２記載の監視システム。
【請求項４】
　監視対象として予め定められた人間を撮影して動画情報を取得する撮影手段と、
　前記撮影手段によって取得された前記動画情報を解析して人間の頭部の向きを検知する
向き検知手段と、
　前記向き検知手段によって検知された人間の頭部の向きがうつ伏せであるときに異常と
判定する第１の判定手段と、
　人間に近接して配置された第１温度センサからの温度検知信号を基に人間の体温情報を
取得する体温検知手段と、
　体温検知手段によって検知された人間の体温が、予め定められた第１の閾値を上回って
いるときに異常と判定する第２の判定手段と、
　人間の周囲に配置された第２温度センサからの温度検知信号を基に人間の周囲の環境温
度情報を取得する温度検知手段と、
　前記温度検知手段によって検知された前記環境温度が、予め定められた第２の閾値を上
回っているときに異常と判定する第３の判定手段と、
　前記第１～第３の判定手段のうち、少なくともいずれか１つの判定手段によって異常と
判定されたときに、緊急信号を出力する信号出力手段とを備えたことを特徴とする監視装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、うつ伏せ状態の人間を検知して知らせる監視システム及び監視装置に関する
ものである。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、乳幼児が突然死亡してしまう乳幼児突然死症候群（以降、ＳＩＤＳという）が問
題となっている。ＳＩＤＳは突然発生することが多く、うつ伏せ寝などが主な原因とされ
ており、例えば、乳幼児が眠りにつき看護士が傍から離れたときに、乳幼児がうつ伏せ状
態となって死亡してしまうことがあった。看護士などが常時乳幼児に付き添うことでうつ
伏せ寝をより早期に発見し、これによってＳＩＤＳの発生を低減することはできるが、看
護士に大きな負担を強いていた。
【０００３】
　一方、乳幼児がうつ伏せ状態となったときに、これを知らせる検出装置が既に考案され
ている。例えば、特許文献１には、乳幼児の着衣の胸部や腹部などに接触検知センサを設
け、接触検知センサからの検知信号を受けてアラームが作動して外部に音声などが出力さ
れる装置が示されており、これにより乳幼児がうつ伏せ状態となった場合には外部に危険
を知らせる音声などが報知されるため、ＳＩＤＳを防止することが可能となっていた。ま
た、特許文献２には、睡眠中の人物の動きに異常があるか否かを判断し、異常なときには
外部に音声等を通報する装置が示されており、これを利用してＳＩＤＳと関係の深い睡眠
時の動きの異常を知ることができた。
【特許文献１】特開２００５－３１２９０１号公報
【特許文献２】特開２００５－３０４９４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＳＩＤＳを引き起こす原因はうつ伏せ寝だけではなく、うつ熱と呼ばれ
る高い体温となる症状も原因の１つと考えられており、乳幼児のうつ伏せ寝のみを検知し
て外部に知らせるだけではＳＩＤＳを完全に防ぐことはできない。
【０００５】
　本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、うつ伏せ寝とともに、
人間の体温の異常、及び人間の周囲の環境温度の異常を検知してＳＩＤＳの発生をさらに
低減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明の監視システムでは、監視対象として予め定めら
れた人間を撮影して動画情報を取得する撮影手段と、撮影手段によって取得された動画情
報を解析して人間の頭部の向きを検知する向き検知手段と、向き検知手段によって検知さ
れた人間の頭部の向きがうつ伏せであるときに異常と判定する第１の判定手段と、人間に
近接して配置された第１温度センサからの温度検知信号を基に人間の体温を検知する体温
検知手段と、体温検知手段によって検知された人間の体温が、予め定められた第１の閾値
を上回っているときに異常と判定する第２の判定手段と、人間の周囲に配置された第２温
度センサからの温度検知信号を基に人間の周囲の環境温度を検知する温度検知手段と、温
度検知手段によって検知された前記環境温度が、予め定められた第２の閾値を上回ってい
るときに異常と判定する第３の判定手段と、第１～第３の判定手段のうち、少なくともい
ずれか１つの判定手段によって異常と判定されたときに、緊急信号を出力する信号出力手
段とを備えた監視装置と、監視装置に接続され、監視装置から前記緊急信号が入力された
ときに、警告を発する端末装置とを有することを特徴とする。
【０００７】
　また、信号出力手段は、前記第１～第３の判定手段のうち、少なくともいずれか１つの
判定手段によって異常と判定されたときに、動画情報と体温に関する体温情報と環境温度
に関する環境温度情報とのうち少なくともいずれか１つを信号化して出力することを特徴
とする。
【０００８】
　また、信号出力手段は、医療機器に影響を及ぼさない程度の微弱電波からなる信号を出
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力することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の監視装置では、監視対象として予め定められた人間を撮影して動画情報
を取得する撮影手段と、撮影手段によって取得された前記動画情報を解析して人間の頭部
の向きを検知する向き検知手段と、向き検知手段によって検知された人間の頭部の向きが
うつ伏せであるときに異常と判定する第１の判定手段と、人間に近接して配置された第１
温度センサからの温度検知信号を基に人間の体温情報を取得する体温検知手段と、体温検
知手段によって検知された人間の体温が、予め定められた第１の閾値を上回っているとき
に異常と判定する第２の判定手段と、人間の周囲に配置された第２温度センサからの温度
検知信号を基に人間の周囲の環境温度情報を取得する温度検知手段と、温度検知手段によ
って検知された環境温度が、予め定められた第２の閾値を上回っているときに異常と判定
する第３の判定手段と、第１～第３の判定手段のうち、少なくともいずれか１つの判定手
段によって異常と判定されたときに、緊急信号を出力する信号出力手段とを備えたことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の監視システムによれば、監視対象として予め定められた人間がうつ伏せ状態と
なったときに第１判定手段によって異常と判定され、人間の体温が第１の閾値を上回った
ときに第２判定手段によって異常と判定され、人間の周囲の環境温度が第２の閾値を上回
ったときに第３判定手段によって異常と判定され、第１～第３判定手段のうちいずれか１
つで異常と判定された場合には緊急信号が監視装置から端末装置に出力され、監視装置が
これに応答して警告を発するため、人間のうつ伏せ寝とともに、人間の体温の異常、及び
人間の周囲の環境温度の異常を検知してＳＩＤＳの発生をさらに低減することができる。
【００１１】
　また、第１～３判定装置のうちいずれかによって異常と判定された場合には動画情報と
体温情報と環境温度情報とのうち少なくともいずれか１つが監視装置から端末装置に出力
されるため、端末装置にて異常の詳細を知らせることが可能となる。
【００１２】
　また、信号出力手段は、医療機器に影響を及ぼさない程度の微弱電波からなる信号を出
力するため、病院内など医療機器を有する場所にて利用することが可能となり、利便性を
高めることができる。
【００１３】
　また、本発明の監視装置によれば、監視対象として予め定められた人間がうつ伏せ状態
となったときに第１判定手段によって異常と判定され、人間の体温が第１の閾値を上回っ
たときに第２判定手段によって異常と判定され、人間の周囲の環境温度が第２の閾値を上
回ったときに第３判定手段によって異常と判定されて緊急信号を出力するため、この緊急
信号に応答して警告を発する監視システムの構築が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１に示すように、監視システム２は監視装置４、端末装置であるコンピュータ装置５
、端末装置であるＰＨＳ( Personal Handyphone System )７から構成され、例えば、病院
内で用いられる。監視装置４は監視対象として予め定められた乳幼児が寝かされたベッド
１０の脇に固定され、コンピュータ装置５は監視装置４から離れた場所に配置され、ＰＨ
Ｓ７は看護士や保護者などによって携帯されている。なお、Ｐは乳幼児を示す。
【００１５】
　監視装置４はバンド１５と室温検知装置１６とを有し、バンド１５及び室温検知装置１
６は接続ケーブル１７を介して監視装置４に接続されている。バンド１５は乳幼児の胸部
に巻き付けられ、このバンド１５には乳幼児の体温を検知するための後述する第１温度セ
ンサが備えられている。第１温度センサからの出力信号は接続ケーブル１７を介して監視
装置４に伝送される。室温検知装置１６は後述する第２温度センサを備え、第２温度セン
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サからの出力信号は接続ケーブル１７を介して監視装置４に伝送される。
【００１６】
　図２に示すように、監視装置４には、撮影レンズ１２のほか、ＣＣＤイメージセンサ２
０、ＣＣＤドライバ２２、信号処理回路２４、ＣＰＵ２６、ＲＯＭ２８、ＳＤＲＡＭ３０
、向き検知回路３２、圧縮処理回路３４、信号出力手段である第１無線通信インターフェ
ース（以降、第１無線通信Ｉ／Ｆという）３６、信号出力手段である第２無線通信インタ
ーフェース（以降、第２無線通信Ｉ／Ｆという）３８、第１の判定手段である第１判定回
路４０、第１温度センサ４２、第２の判定手段である第２判定回路４３、第２温度センサ
４５、第３の判定手段である第３判定回路４７などが備えられている。
【００１７】
　ＣＣＤイメージセンサ２０は、被写体光を電気的な画素信号に変換しており、ＣＣＤド
ライバから供給される駆動パルスによって駆動が制御されている。アナログ信号処理回路
は、相関二重サンプリング回路、増幅回路、Ａ／Ｄ変換回路等から構成され、入力された
撮像信号に対してノイズ除去や、増幅処理、欠陥画素の補完処理などを施し、さらにアナ
ログの撮像信号をデジタル化してフレーム画像ごとの画像データを形成する。形成された
複数の画像データからなる動画情報はＳＤＲＡＭに一時的に蓄積される
【００１８】
　ＲＯＭ２８は、例えば不揮発性のフラッシュメモリで構成され、全体を管理するための
制御プログラム、取得した動画に映った乳幼児の顔の向きを判断するための画像解析プロ
グラム等を記憶している。
【００１９】
　圧縮処理回路３４は外部に送信するために動画情報を圧縮処理しており、ＳＤＲＡＭ３
０から動画情報を読み出して、例えばＭＰＥＧ－４規格に準拠した所定の圧縮方式に従っ
て圧縮を施している。これにより動画情報の情報量を減らし、外部への動画情報の送信時
の負担を減らしている。
【００２０】
　向き検知回路３２は、ＲＯＭ２８に格納された画像解析プログラムを用いて乳幼児の顔
の向きを検知している。ＳＤＲＡＭ３０から読み出された動画情報は複数のフレーム画像
からなり、向き検知回路３２はそれぞれのフレーム画像について画像解析プログラムを用
いて、例えば、目、鼻、口等の特徴的な領域を検出する。これらの特徴的な領域が検出さ
れた場合、乳幼児が仰向け、もしくは横向きであると判断される。さらに、所定の位置を
基準として目、鼻、口の座標が計算され、目、鼻、口の相互の位置関係から仰向けか横向
きかが判断される。また、目、鼻、口等の特徴的な領域が検出されない場合は、乳幼児が
うつ伏せであると判断される。
【００２１】
　第１判定回路４０は、向き検知回路３２で検知された乳幼児の頭部の向きを基に異常か
否かを判定しており、向き検知回路３２によってうつ伏せと判断されたときに異常と判定
し、仰向け及び横向きと判断されたときに正常と判定する。第１判定回路４０は、異常と
判定したとき、ＣＰＵ２６に第１異常判定信号を出力する。
【００２２】
　体温検知回路４８は、乳幼児の体温を検知している。乳幼児の胸部には、第１温度セン
サ４２が備えられたバンド１５が巻かれて第１温度センサ４２が乳幼児に近接した位置に
配置されている。体温検知回路４８は、この第１温度センサ４２からの出力信号を基に乳
幼児の体温を検知している。検知された体温は体温情報として体温検知回路４８から第２
判定回路４３に伝送される。
【００２３】
　第２判定回路４３は、体温検知回路４８からの体温情報を基に乳幼児の体温が異常か否
かを判定しており、体温検知回路４８によって検知された乳幼児の体温が予め定められた
第１の閾値を上回ったときに異常と判定し、第１の閾値以下のときに正常と判定する。第
２判定回路４３は、異常と判定したとき、ＣＰＵ２６に第２異常判定信号を出力する。
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【００２４】
　室温検知回路４９は、乳幼児の周囲の環境温度である室温を検知している。ベッド脇に
は第２温度センサ４５が備えられ、室温検知回路４９は第２温度センサ４５からの出力信
号を基に乳幼児の周囲の室温を検知している。検知された室温は室温情報として室温検知
回路４９から第３判定回路４７に伝送される。
【００２５】
　第３判定回路４７は、室温検知回路４９からの室温情報を基に乳幼児の周囲の室温が異
常か否かを判定しており、室温検知回路４９によって検知された室温が予め定められた第
２の閾値を上回ったときに異常と判定し、第２の閾値以下のときに正常と判定する。第３
判定回路４７は、異常と判定したとき、ＣＰＵ２６に第３異常判定信号を出力する。
【００２６】
　ＣＰＵ２６は、第１、第２、第３判定回路４０、４３、４７からの第１～第３異常判定
信号を基に、第１、第２、第３判定回路４０、４３、４７のうち少なくともいずれか１つ
で異常と判定されたとき、第１、第２無線通信Ｉ／Ｆ３６、３８に緊急信号及び監視情報
の送信コマンドを伝送し緊急信号及び信号化された監視情報を送信させる。監視情報は、
動画情報、乳幼児の体温情報、室温情報とを含み、コンピュータ装置５やＰＨＳ７ではこ
の監視情報を基に、乳幼児の動画や、乳幼児の体温、乳幼児の周囲の室温を表示すること
が可能となる。また、向き検知回路３２で横向きと判断された場合には、第１、第２無線
通信Ｉ／Ｆ３６、３８に注意コマンドを伝送して注意信号を送信させる。
【００２７】
　第１無線通信Ｉ／Ｆ３６は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａの通信規格に従ってコンピュータ
装置５と無線回線で通信することが可能となっており、データの伝送速度は，例えば、最
大で５４Ｍｂｐｓであり、電波出力は約１０ｍＷに抑えられている。第１無線通信Ｉ／Ｆ
３６は、ＣＰＵ２６からの送信コマンドを受け、監視情報を第１監視情報信号に変調して
コンピュータ装置５側に送信する。また、第１無線通信Ｉ／Ｆ３６は、ＣＰＵ２６からの
注意コマンドを受けて注意信号を送信する。
【００２８】
　第２無線通信Ｉ／Ｆ３８は、ＰＨＳ７で一般的に利用されるＴＤＭＡ（時分割多元接続
）方式に従ってＰＨＳ７と無線回線で通信を行うことが可能となっており、ＰＨＳ７とデ
ータのやり取りを行っている。データの伝送速度は、例えば、最大で１２８ｋｂｐｓであ
り、通信時、アンテナ３９からは平均で１０ｍＷ程度の微弱な電波が放出される。第２無
線通信Ｉ／Ｆ３８は、ＣＰＵ２６からの送信コマンドを受け、監視情報を第２監視情報信
号に変調してＰＨＳ７側に送信する。また、第２無線通信Ｉ／Ｆ３８は、ＣＰＵ２６から
の注意コマンドを受けて注意信号を送信する。
【００２９】
　図３に示すように、コンピュータ装置５は、中央演算部５０、ＲＡＭ５２、ハードディ
スク５４、表示制御部５６、表示画面５８、音声制御部６０、無線通信Ｉ／Ｆ６２、入力
インターフェース（以降、入力Ｉ／Ｆという）６５などが備えられている。
【００３０】
　ハードディスク５４にはコンピュータ装置５を起動させるためのオペレーティングプロ
グラム、各種アプリケーションプログラム等のデータが記憶され、中央演算部５０はこれ
らオペレーティングプログラムやアプリケーションプログラムを参照して各種動作を実行
する。
【００３１】
　入力Ｉ／Ｆ６５は、キーボード６７やマウス６８が操作された際、これに応答して中央
演算部５０に操作信号を出力する。ＲＡＭ５２はデータを一時的に記憶して、コンピュー
タ装置５の動作を円滑にしている。
【００３２】
　無線通信Ｉ／Ｆ６２は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａの通信規格に従って電波信号を送受信
し、監視装置４の第１無線通信Ｉ／Ｆ３６とネットワークを形成している。無線通信Ｉ／
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Ｆ６２は、第１無線通信Ｉ／Ｆ３６からの緊急信号を受信し、さらに第１監視情報信号を
復調して監視情報を取得し、取得された監視情報はＲＡＭ５２を介して表示制御部５６に
転送される。なお、この実施形態では、無線通信Ｉ／Ｆ６２は、監視装置４の第１無線通
信Ｉ／Ｆ３６との間でＩＥＥＥ８０２．１１ａの通信規格に基づいて通信を実行していた
が、通信規格はこれに限らず、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂなどでもよい。
【００３３】
　表示制御部５６は表示画面５８の駆動を制御しており、監視情報に含まれる動画情報を
基に、例えば秒間２フレームで表示画面５８に動画を表示する。また、体温情報を基に乳
幼児の体温を数値として表示し、室温情報をもとに乳幼児の周囲の室温を数値として表示
する。
【００３４】
　音声制御部６０はスピーカ７０の駆動を制御しており、緊急信号の入力時に警報音を外
部に出力する。これによって看護士や保護者の注意を喚起し、表示画面５８に表示された
動画、体温、室温から乳幼児の状態の概要を把握させることができる。警報音は後述する
解除操作が実行されるまで継続される。また、音声制御装置６０は、注意信号を受信した
とき、例えば、出力期間が限られた注意音をスピーカ７０に出力させる。
【００３５】
　監視情報を基に異常の報知が実行された後、キーボード６７やマウス６８を介して、警
報音を中止させるための解除操作が実行されたときは、スピーカ７０からの警報の出力が
停止する。
【００３６】
　図４に示すように、ＰＨＳ７は、ＣＰＵ７２、ＲＯＭ７４、ＳＤＲＡＭ７５、ボイス回
路７７、ＬＣＤドライバ７９、モータコントローラ８０、スピーカ制御回路８２、無線通
信Ｉ／Ｆ８４等を備えている。
【００３７】
　ＣＰＵ７２は、ＲＯＭ７４に格納された制御プログラムを基にしてＰＨＳ７全体の動作
を統括している。ボイス回路７７は受話スピーカ８５及び送話マイク８６の駆動を制御し
ており、送話マイク８６からの音声信号を基に音声データを形成し、アンテナ８８からの
音声データをもとに受話スピーカ８５を駆動させて通話相手のボイスを出力させる。
【００３８】
　無線通信Ｉ／Ｆ８４及びアンテナ８８は監視装置４の第２無線通信Ｉ／Ｆ３８とＴＤＭ
Ａ方式で通信を行っており、無線通信Ｉ／Ｆ８４はアンテナ８８を介して緊急信号及び第
２監視情報信号を受信し、さらに第２監視情報信号を復調して監視情報を取得する。無線
通信Ｉ／Ｆ８４で取得された監視情報に含まれた動画情報，体温情報、室温情報はＣＰＵ
７２やＬＣＤドライバ７９に転送される。なお、この実施形態では、無線通信Ｉ／Ｆ８４
は、監視装置４の第２無線通信Ｉ／Ｆ３８との間で１２８ｋｂｐｓの通信速度で通信を実
行していたが、通信速度はこれに限らず、６４ｋｂｐｓなどでもよい。
【００３９】
　ＬＣＤドライバ７９はＬＣＤ９０の駆動を制御しており、動画情報を基に、例えば秒間
２フレームの動画をＬＣＤ９０に表示させ、さらに、乳幼児の体温や乳幼児の周囲の室温
を数値としてＬＣＤ９０に表示させる。
【００４０】
　スピーカ制御回路８２はスピーカ９２の駆動を制御しており、無線通信Ｉ／Ｆ８４によ
って監視情報が取得されたときにはスピーカ９２を駆動させて警報音を外部に出力させる
。また、モータコントローラ８０はバイブレーションを発生させるモータ９４の駆動を制
御しており、スピーカ９２がミュート状態に設定されているときには、無線通信Ｉ／Ｆ８
４によって監視情報が取得されたときにモータ９４を駆動させてＰＨＳ７を振動させる。
これら警報音の出力やモータの駆動は後述する解除操作が実行されるまで継続される。ま
た、スピーカ制御装置８２は、注意信号を受信したとき、例えば、出力期間が限られた注
意音をスピーカ９２に出力させる。
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【００４１】
　操作部９５の操作はＣＰＵ７２によって検知されており、監視情報を基に異常の報知が
実行された後、操作部９５を介してスピーカ９２の駆動やモータ９４の駆動を停止させる
ための解除操作が実行されたときは、スピーカ９２の駆動や、モータ９４の駆動が停止し
、この結果、警報音が止み、ＰＨＳ７の振動が止まる。
【００４２】
　次に本発明の作用について図５のフローチャートを用いて説明する。監視装置４は、乳
幼児が寝かされたベッド１０の端に設置され、乳幼児を撮影する機能、乳幼児の体温を検
知する機能、乳幼児の周囲の室温を検知する機能とを備えている。撮影装置４にはＣＣＤ
イメージセンサ２０が備えられ、ＣＣＤイメージセンサ２０からの画像信号が処理されて
所定の形式の動画情報が形成される。形成された動画情報は向き検知回路３２にて画像解
析プログラムを用いて解析され、これにより乳幼児の頭部の向きが検知される。解析の結
果、乳幼児の頭部の向きがうつ伏せの場合には、第１判定回路４０によって異常と判定さ
れる。
【００４３】
　ベッド１０に寝かされた乳幼児の胸部にはバンド１５が巻き付けられ、バンド１５には
第１温度センサ４２が備えられている。第１温度センサ４２からの出力信号を基に体温検
知回路４８で検知された体温が、第２判定回路４３にて予め定められた第１の閾値を上回
るか否かが判定され、上回った場合には異常と判定される。
【００４４】
　監視装置４は、室温検知回路４９によって室温検知装置１６に備えられた第２温度セン
サ４５からの出力信号を基に乳幼児の周囲の室温が検知され、この室温検知回路４９によ
って検知された温度が予め定められた第２の閾値を上回るか否かが第３判定回路４７によ
って判定され、検知された室温が第２の閾値を上回った場合には異常と判定される。
【００４５】
　第１、第２、第３判定回路４０、４３、４７のうちいずれかで異常と判定された場合、
第１無線通信Ｉ／Ｆ３６及び第２無線通信Ｉ／Ｆ３８を介して緊急信号及び第１、第２監
視情報信号がコンピュータ装置５及びＰＨＳ７に出力される。
【００４６】
　コンピュータ装置５は、監視装置４からの緊急信号を受信し、第１監視情報信号を復調
して監視情報を取得する。緊急信号の受信に応答してスピーカ７０から警報音が出力され
、監視情報に含まれた動画情報、体温情報、室温情報を基に、表示画面５８に乳幼児の動
画が表示され、体温、乳幼児の周囲の室温が数値で表示される。また、ＰＨＳ７は、監視
装置４からの緊急信号を受信し、第２監視情報信号復調して監視情報を取得する。緊急信
号の受信に応答してスピーカ９２から警報音が出力され、監視情報に含まれた動画情報、
体温情報、室温情報を基に、ＬＣＤ９０に乳幼児の動画が表示され、体温、乳幼児の周囲
の室温が数値として表示される。
【００４７】
　以上のように、第１、第２、第３判定回路４０、４３、４７で異常と判定されたとき、
コンピュータ装置５から警報音が出力され、表示画面５８に乳幼児の動画及び体温、乳幼
児の周囲の室温が表示されることにより、コンピュータ装置５の近くにいた看護士や保護
者は異常に気付きやすく、表示画面５８に表示された内容から乳幼児の状態を早期に把握
できる可能性が高まる。また、第１、第２、第３判定回路４０、４３、４７で異常と判定
されたとき、ＰＨＳ７から警報音が出力され、ＬＣＤ９０に乳幼児の動画及び体温、乳幼
児の周囲の室温が表示されることにより、ＰＨＳ７を携帯したものは病院内のどこでも乳
幼児の状態を知ることが可能となり、より早期に乳幼児のもとへ駆け付けて処置すること
ができる。また、監視装置４とＰＨＳ７とは医療機器に影響が出にくい出力レベルの電波
を用いて通信しており、医療機器に誤作動を引き起こさせる危険性を低減しながら利便性
を高めている。
【００４８】
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　なお、上記の実施形態では、監視装置４とコンピュータ装置５とは無線回線を介して通
信を行ったが、監視装置とコンピュータ装置との通信方法はこれに限らず、有線通信回線
を介して通信を行ってもよい。例えば、監視装置とコンピュータ装置とを通信ケーブルで
接続し、常時接続を確立させておくことにより、監視情報の伝達に要する期間の短縮化や
確実な情報伝達が期待でき、より早期での乳幼児の手当てが期待できる。
【００４９】
　また、上記の実施形態ではＰＨＳ７を使用したが、本発明の監視システムを家庭内など
で利用する場合などでは、ＰＨＳに比べて電波出力が大きな携帯電話を使用することもで
きる。家庭内では病院内に比べて携帯電話から出力される電波によって人命に影響がでる
危険性が小さく、このため携帯電話の利用は十分に可能となる。
【００５０】
　また、上記の実施形態では、第１、第２、第３判定手段４０、４３、４７のうちいずれ
か１つで異常と判定された場合に、コンピュータ装置５及びＰＨＳ７で動画を表示し、乳
幼児の体温と室温とを数値で表示したが、異常と判定された内容に関する情報のみを出力
してもよい。例えば、第１判定回路で異常と判定された場合には動画情報を送信し、第２
判定回路で異常と判定された場合には体温情報を送信する。このようにすることで異常と
判定された項目、及びその項目の詳細について簡単に知ることができ、利便性が高まる。
【００５１】
　また、上記の実施形態では乳幼児を監視したが、本発明はこれに限らず、例えば、体の
不自由な老人を監視してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の監視システムを概略的に示した全体図である。
【図２】監視装置の電気的な構成を概略的に示したブロック図である。
【図３】コンピュータ装置の電気的な構成を概略的に示したブロック図である。
【図４】ＰＨＳの電気的な構成を概略的に示したブロック図である。
【図５】本発明の作用について示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００５３】
　２　監視システム
　４　監視装置
　５　コンピュータ装置（端末装置）
　７　ＰＨＳ（端末装置）
　２０　ＣＣＤイメージセンサ
　２４　信号処理回路
　２６　ＣＰＵ
　３２　向き検知回路（向き検知手段）
　３６　第１無線通信Ｉ／Ｆ（信号出力手段）
　３８　第２無線通信Ｉ／Ｆ（信号出力手段）
　４０　第１判定回路（第１判定手段）
　４２　第１温度センサ
　４３　第２判定回路（第２判定手段）
　４５　第２温度センサ
　４７　第３判定回路（第３判定手段）
　４８　体温検知回路（体温検知手段）
　４９　室温検知回路（温度検知手段）
　５８　表示画面
　６２　無線通信Ｉ／Ｆ
　７０　スピーカ
　８４　無線通信Ｉ／Ｆ
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　９０　ＬＣＤ
　９２　スピーカ

【図１】 【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：通过检测容易睡眠，婴儿体温异常和婴儿周围环境温度
异常，进一步减少SIDS（突发性婴儿死亡综合征）的发生。解决方案：
该监视装置设置有用于捕获婴儿的图像并获取运动图像信息的功能，用
于检测婴儿的体温的功能以及用于检测婴儿周围的环境温度的功能。当
用于分析运动图像信息的第一确定电路和当婴儿躺卧时确定其为异常的
第一确定电路中的任一个，第二确定电路在婴儿的体温超过第一阈值时
确定为异常，第三确定电路，当房间温度超过第二阈值，确定为异常，
确定异常，紧急信号和第一和第二监视信息信号输出到计算机装置和
PHS。计算机装置和PHS分别输出警报声音，解调监视信息信号并获取
监视信息，并且基于运动图像信息，体温信息和环境温度信息显示婴儿
的运动图像，并且数字地表示体温和环境温度。 Ž
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